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表紙：石岡特別支援学校との交流 
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 石岡市教育大綱（以下「大綱」という。）は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第１条の３に規定に基づき策定するもので，その趣旨は，

本市の教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策を推進するため，その目標や基本

施策を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 大綱が対象とする期間は，市の最上位計画である「基本構想」との整合性を図るため，行

動計画である「基本計画」の期間に合わせ，令和４年度から令和５年度までといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 大綱の策定趣旨 

２ 大綱の期間 
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【石岡市基本構想】 

 

 

【石岡市基本計画】 

 

 

 

 

 

 

【石岡市教育大綱】 

 

 

  

３ 大綱の位置付け 

≪基本施策≫ 

≪基本目標≫ 

「ふるさとに学び 夢にはばたく 輝くひとづくりのまち」 
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 だれもが生きがいを持って一人ひとりが輝く教育を目指して，各種施策を展開するため，

本市における教育行政の基本となる目標を次のとおり掲げます。  

 

 

 

 

 

 

◆「ふるさとに学び」 

 

・ふるさと石岡の良さを理解し，誇りに思い，将来にわたって心豊かに健やかに過ごせ

るような郷土づくりを目指します。 

 

・豊かな自然，歴史・文化のまち石岡で学び，愛する石岡でその力を発揮していけるよ

うな教育を目指します。 

 

 

◆「夢にはばたく」 

 

・子どもたちが，人や自然，社会と積極的に関わりあい，夢や希望に向かって自己実

現を図るための教育を目指します。 

 

・自らの生き方を考え，志を持ち，未来へつなげるチャレンジ精神にあふれた人の育

成を目指します。 

 

 

◆「輝くひとづくりのまち」 
 

  ・誰もが生涯スポーツ活動を通して，心身ともに健康で豊かに暮らせるような環境づく

りを目指します。 

 

・子どもも，大人も，誰もが生き生きと輝き，生きがいをもって暮らせるようなひとづ 

 くりを目指します。 

 

 

４ 基本目標 

「ふるさとに学び 夢にはばたく 輝くひとづくりのまち」 



4 

 

 

 

 

 

 ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は 

 「誰一人取り残さない」持続可能でよりより社会の実現を目指す世界共通の目標です。 

 

 本市教育大綱及び教育推進計画においては，上位計画である総合計画（基本構

想）と連動し，将来像の実現のためＳＤＧｓの視点を取り入れ，その中でも，特に

力点を置く分野として人口減少及び少子高齢化，関係人口増加対策を行うこと，情

報通信技術を最大限活用することを進め，市民と行政，市民と市民，多様な主体が

つながり合い，共生・共育・共働を進め，ともに魅力を育み，輝き合い，まちづく

りを行っていくことを，全ての基本施策に共通テーマとして掲げます。  

 

   ＳＤＧｓの中でも将来像の実現のために特に力点を置くテーマ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ＳＤＧｓ共通テーマ 

人口減少・少子高齢化・関係人口増加への対策 

 

協働によるまちづくりの推進 

 

情報通信技術の活用 
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  ●児童・生徒の「生きる力」を育み，ふるさと石岡の「次代の担い手」を育成 

   する創意ある学校教育の推進を目指します。 

    

   ≪石岡市基本構想 政策目標１ 情報発信≫ 

               基本施策３ シビックプライドの充実 

≪石岡市基本構想 政策目標６ 子育て・教育・学び≫ 

                        基本施策４ 個別の事業を踏まえた子ども・ 家庭支援の充実 

               基本施策５ 創意ある学校教育の推進 

       ≪石岡市基本構想 政策目標８ 地域・文化≫ 

              基本施策４ 多様性の尊重と共生社会の構築 

 

 

 

 

  ●児童生徒のより良い学習環境や生活環境，人間関係の構築を目指し，望ましい 

   教育環境の整った，安全で快適に学べる学校施設の整備・充実を目指します。 

 

    ≪石岡市基本構想 政策目標３ 安全・安心≫ 

                   基本施策５ 交通安全の推進 

               基本施策６ 防犯対策の充実 

≪石岡市基本構想 政策目標６ 子育て・教育・学び≫ 

                   基本施策７ 学校教育環境の整備・充実 

 

 

 

 

  ●市民の一人ひとりが，生涯を通じていきいきと生活してゆくために，楽しく学び 

   あい，生きがいを持つことができる環境の整備を目指します。 

 

    ≪石岡市基本構想 政策目標６ 子育て・教育・学び≫ 

               基本構想２ 乳幼児期支援の充実 

基本施策３ 子育て家庭支援の充実 

               基本施策８ 生涯学習の推進 

Ⅲ 生涯学習の推進 

Ⅰ 創意ある学校教育の推進 

Ⅱ 学校施設の整備・充実 

６ 基本施策 
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   ●石岡市スポーツ推進計画に基づき，スポーツ環境を整え，生涯スポーツ活動を 

   通して地域社会と連携を強め，「だれもが いつでも どこでも いつまでも  

   スポーツに親しめるまち」を目指します。 

 

    ≪石岡市基本構想 政策目標２ 歴史・観光≫ 

               基本施策５ スポーツを通した関係人口の拡大 

     ≪石岡市基本構想 政策目標６ 子育て・教育・学び≫ 

               基本施策９ スポーツの推進 

 

 

 

 

  ●市民が文化・芸術に広く親しみ，創る人と観る人が交流し合うことにより，創造 

   性豊かな地域文化の向上を目指します。 

 

    ≪石岡市基本構想 政策目標８ 地域・文化≫ 

     ≪石岡市基本計画 基本施策３ 文化・芸術の推進≫ 

 

 

  

  

  ●家庭，学校及び地域が連携を取り合いながら，市民ぐるみで青少年の健全育成を 

   目指します。 

 

     ≪石岡市基本構想 政策目標６ 子育て・教育・学び≫ 

     ≪石岡市基本計画 基本施策６ 地域と連携した教育の推進≫ 

  

  

 

  

   ●市民をはじめ多くの人々が，豊かな歴史遺産を身近に感じられるよう保護・活用 

   を図ることで，次世代の石岡を担う人材の育成を目指します。 

 

     ≪石岡市基本構想 政策目標２ 歴史・観光≫ 

               基本施策１ 歴史・文化財の保護・活用 

               基本施策３ 観光の振興 

               基本施策４ 魅力の活用・創出 

 

Ⅵ 青少年の健全育成 

Ⅴ 文化・芸術の推進 

Ⅳ 生涯スポーツの推進 

Ⅶ 歴史・文化財の保存・活用 
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  大綱で示された基本施策を，具体的かつ計画的に実施していくために，「石岡市教育 

 推進計画」を策定します。 

  「石岡市教育推進計画」では，基本施策ごとに，より具体的な取組項目を設定し， 

 計画的に取り組みます。 

 

 

 

 

７ 推進計画の策定 
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